
１． 人間労働と「職務」概念

１―１．管理単位・労働単位としての「職務」

「職務」（job）とは，個別的分業を人間の主体

的活動の側面から定義した概念であり，「職業」

（occupation），「職種」（trades）に次ぐ単位であ

る。職務は，個々の労働者に分業分担された労働

者一人分の労働力を必要とし，一定の目的に規定

された「動作」（motion）から構成される一群の

「課業」（tasks）として定義される「職位」（posi-

tion）において，その遂行に必要な知識・熟練・

責任・義務あるいは遂行上の困難度などの要因の

観点から類似する，もしくは事実上同一の種類や

程度のものを一単位として編成される管理単位で

ある。それは「職務分析」（job analysis），「職務記

述書」（job description），「職務明細書」（job speci-

fication），「職務評価」（job evaluation）など，人事

管理（Personnel Management）の諸技術により

厳密に定義され，しかも労働組合との団体交渉に

より厳密に限定される。労務管理（Modern Man

Power Management）は，そうした職務を基盤に

体系化された。

もとより，職務は労働者を管理する立場から考

えられたものであり，端的に管理単位であるが，

個々の労働者の立場からすると，従事することに

なる労働単位ということになる。そうした職務の

形成および職務の細分化は，「テイラー・システ

ム」（Taylor system of management）＝「科学的管

理法」（Scientific Management）および「フォー

ド・システム」（Ford system）として企業経営に

具体化される個別的分業の延長上にある。した

がってアダム・スミス（Adam Smith,１７２３―８０），

チャールズ・バベッジ（Charles Babbage,１７９１―

１８７１）以来の分業論の帰結，すなわち分業に基づ

く労働生産性の増大を目的とすることを第一義的

に，それを基盤に編成される組織の効率の観点か

ら，さらには労働力の流動性を前提とするアメリ

カ産業社会においては細分化され限定された職務
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が，それに包摂される情報が制約されるために，

従事する労働者の教育訓練の時間と費用が節約さ

れること，さらに賃率の設定を厳密に行うことが

可能となる「職務給」（job evaluation wage system）

の観点からその有効性が把握されており，アメリ

カのみならずヨーロッパの産業界でも広く採用さ

れてきた１）。

１―２．「職務」の意義

職務は個別的分業の進展として形成されると考

えられる。この点において職務は，労働生産性の

増大を目的とする企業の立場からその意義が認め

られるものである。しかし，職務は単に技術的分

業の構造と機能を制度として具体化しているにと

どまるものではない。それは既存の社会秩序・社

会階層を反映する経済的支配の構造と機能を制度

として具体化するものでもある。それゆえ，職務

は，労務管理・人事管理の他の諸技術や諸制度と

同様に，搾取・抑圧・支配という観点から批判的

に分析されうる存在であると考えることができ

る。

ところが，アメリカの労働組合は，こうした存

在である職務に反対するどころか，既存の労務管

理・人事管理をおおむね承認したうえで，細分化

された職務の存在をむしろ労使間でのルール作成

の基礎に置くことにより，労働者の権利の維持と

組合つぶしにつながる経営の裁量の余地を狭める

ために積極的に利用し，独自の運動，すなわち

「ジョブ・コントロール・ユニオニズム」（job

control unionism）を展開することになる。労働

組合は，こうした観点から職務の意義を認めてい

ると考えられる。しかし，その結果，職務はいっ

そう細分化され，限定化されることになる２）。

人間労働が，このような職務として細分化され

るということは，１９６０年代後半から７０年代初頭

にかけて，労働者の間に「職務不満」（job dissat-

isfaction）をもたらし，深刻な労働疎外の問題を

顕在化させることになる。さらに，８０年代から

９０年代にかけては，工場における生産技術職の

ような定型的な職務が減り，むしろ労働に広範に

知識やフレキシビリティが要求され，チーム・

ワークなどグループで従事する例が顕著に見られ

るようになった。それゆえ以降，職務に対する観

念が大きく変わってきている。

このような問題をもつ職務であるが，それは，

労働に対する管理的客観性の確保の努力であると

いうことは無視し得ない。労働組合が職務の存在

を容認したうえで団体交渉を行ったことも，それ

が一定程度，客観性に基礎を置くものであると認

識していたからであると理解することができる。

こうした観点から本稿では，管理単位・労働単位

としての職務のもつ意義に関してさらに考えてみ

たい。

そこでまず，職務形成の技術である「職務分

析」「職務評価」「職務記述書」をそれぞれ労働に

対する管理的客観性の確保の努力として整理して

みたい。

２．「職務」形成・運用の管理技術

２―１．「職務分析」

「職務分析」は「雇用の科学化」の一環として

生成する。それは，「テイラー・システム」にお

ける「作業研究」・「時間研究」が作業量や作業時

間など企業の要求する労働力の量的必要要件を分

析するのに対し，「職務分析」は労働力の質的必

要要件を分析するものであるところに特徴があ

る３）。

「職務分析」を，１９３０年代から始まる研究調査

の結果を集成し，戦後のアメリカ産業界を指導す

ることになるアメリカ労働省の便覧で確認してみ

たい。そこでは，職務の定義に先立ち，課業の意

味と発生の契機，その課業に必要な従業員の雇用

と職位の発生が述べられ，組織内における多数の

職位と管理単位としての職務との関係が，以下の

ように系統的に論述されている４）。

人間がある特定の目的を達するために，なんら

かの努力をする時，１つの課業が生ずる（A task is

created whenever human effort must be exerted

for a specific purpose.）。その努力は，引っ張ると

か，持ち上げるとかいうように身体的のものもあ

れば，計画するとか説明するとかいう精神的なも

のもある。努力には，原料を質的に変化させるよ
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うなものもあれば，単に材料に加工するにすぎな

い程度のものもある。原材料も，板や釘のように

有形の場合もあれば，数とか言葉のように無形な

ものの場合もある。

こうした課業が蓄積され，１人の従業員の雇用

が必要であると認められるに至れば，そこに１つ

の職位が形成される。したがって，職位とは組織

の一員としての個人の服務を必要とする義務，課

業および責任の集合体である（A position there-

fore, is an aggregation of duties, tasks, and re-

sponsibilities requiring the services of one individ-

ual.）。職位についてのこのような定義は，１人の

従業員が基礎となっている。したがって，このよ

うな観点から見れば，ある国の職位の数は，従業

員の数と同数となる。それゆえ，職位を管理単位

とすることは非実際的である。もっと実際的な，

基本的な単位を用いる必要がある。この基本的単

位が職務と呼ばれるものである（This basic unit

is designated as a job.）。

職務とは，こうした数多くある職位のうちで，

主要な課業または特徴的な課業について同一なも

のとみなし，一括することのできる一群の職位と

定義される（A job may be defined as a group of

positions which are identical with respect to their

major or significant tasks.）。

「職務分析」は，観察および研究により特定の

職務の性質に関する適切な情報を決定し，報告す

るための手続きである。すなわち，職務を構成す

る課業，その職務を遂行するために従業員に必要

な熟練，知識，能力，責任，他の職務から区別さ

れる要因などを決定することであると定義されて

いる。このように「職務分析」は，労働に対する

管理的客観性を確保する手続きを示している。

便覧によれば，「職務分析」は，「募集と配置」

（Recruitment and Placement），「職業相談」（Voca-

tional Counseling），「職務および従業員の評価」

（Job and Employee Evaluation），「訓練」（Train-

ing），「労働者の活用」（Better Utilizing of Work-

ers），「安全，保健，医学的調査」（Safety, Health,

and Medical Research），「労働関係；工場内人事

政策」（Labor Relations ; Within - Plant Personell

Policies）に用いられることになる５）。

２―２．「職務記述書」

「職務記述書」は，「職務分析」の結果，得られ

た職務に関する情報を記述し，表１に見るよう

に，目的，職責，責任，作業条件，教育および経

験などについて系統化した書式である。労働に対

する管理的客観性の確保の努力であり，職務給の

具体化のためや，適正配置を具体化する要件を明

確化するため，教育体系を整備するためなどに利

用される。したがって，「職務記述書」は，工場

労働に限定されることはなく事務労働にも広範に

適用されるものである。それゆえ，後述するよう

に，その規定の厳格性ゆえに，工場労働において

も，事務労働においても諸変化への労働者の柔軟

な対応を阻害するもの，ひいては労働生産性を阻

害する要因と考えられ，批判されることになる。

２―３．「職務評価」

「職務評価」は，歴史的には１９３０年代の「恐慌

合理化」のもとで誕生する。そこでは，職務の多

様化・単純化・専門化がすすみ，それに応じて職

務相互間の関連づけが問題となってくる。大量生

産方式の一般化にともない，徐々に各職務遂行の

難易度から労働者の不平・不満がたかまり，労働

者の反抗，能率の低下がおこってくるからであっ

た。そこで企業は，この労働者の不平・不満を抑

え，搾取を強化するためには，各労働者の職務に

対する序列づけ，つまり「職務評価」を導入せざ

るを得なくなった６）。

「職務評価」にはさまざまな方法があるが７），

次に示す表２は，「職務評価」において一般的な

「ポイント評価法」（Point-rating method）の一例

であり，職務を構成する技能，責任，努力，作業

条件に対し，それぞれ１級から５級までの要件を

記し，労働に対する管理的客観性を確保する手続

きを示している。
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３．「職務」の構造と機能

３―１．「職務」の技術的分業構造と機能

職務の形成および職務の細分化は，前述のよう

に「テイラー・システム」＝「科学的管理法」お

よび「フォード・システム」として企業経営に具

体化される個別的分業の延長上にある。したがっ

てアダム・スミス，チャールズ・バベッジ以来の

分業論の帰結，すなわち分業に基づく労働生産性

の増大を目的とすることを第一義的に，アメリカ

のみならずヨーロッパで広く採用されてきた。

分業論の展開の嚆矢として重要な位置にある

A．スミスは１９７６年に主著『国富論』を著し，そ

の第１編「労働の生産力の改良，および労働の生

産物が国民のさまざまな階層のあいだに自然に分

配される順序について」で，「労働の生産力の最

大の改良と，それがどこかにむけられたり，適用

されたりするさいの熟練，腕前，判断力の大部分

は，分業の結果であったように思われる」８）と述

べ，分業という命題を提示し，それを労働の生産

力の増大の観点から分析していた。

分業が，労働の生産力を増大する理由をスミス

表１ 職務記述書

職務記述書

職務コード：１２３ 日付：１９４８年１２月２３日

職務名：裁断工 部門：１２０

目的：

普通紙，光沢紙，ボール紙のような資材を必要なサイズに裁断する半自動的な機械を操作すること。

職責：

大量の資材を整頓し，バック・ゲージに対して資材の位置を定めて，機械のテーブルに送る。裁断刃を調節する２つのハンド・

レバーを作動させ，必要なサイズに資材を裁断する。裁断している間に資材を定位置に留めるためにフット・ペダルを押し下げ

る。作業員はスクラップを処理し，必要な形状が得られるまで位置を定め，裁断する操作を繰り返す。機械のテーブルから最終

ストックを除去し，次の操作へ移行するため，スキッドあるいはラックに置く。作業員は時々，裁断刃の刃先にワックスをかけ

る。ストックは作業員に引き渡される。作業員は，担当する機械の計器を調節し，切れなくなった刃先はレンチを使って取りは

ずす。その刃先を研磨工程に持っていき，研磨された刃先と取り換え，もどって機械に取り付ける。普通紙，光沢紙，ボール紙

のような資材を裁断する。

責任：

作業員はスクラップを避けるために，裁断を正確に調節する能力を獲得していなけれればならない。機械の操作には，手，足，

および目の調整が必要である。

作業員は，機械の操作や段取りに平均的な配慮が払われているのであれば，設備に損害を与えることはほとんどない。

継続的に精神的および視覚的集中力は必要であるが，厳格な程度ではない。

通常の作業進行において，指，手，および腕は，小さい範囲内で継続的に使われる。資材の搬入あるいは最終作業の場合には，

頻繁に上げ下げすること，あるいは引き伸ばすことが必要である。作業は，資材の搬入あるいは裁断終了後の搬送においてのみ

歩くが，通常は立って遂行する。

工具および設備：

シーボルド紙裁断機，オスウェゴ裁断機，レンチ，およびさまざまなタイプの普通紙，光沢紙，ボール紙。

作業条件：

機械が作業員の近くにあるため操作により騒音はあるが，作業場は暖かく，十分に換気されている。

注意が十分いたらなくても，機械操作中の裁断機による手指の欠損は免れる。

監督：

作業は高度に反復的であり，監督による注意は機械の故障の場合を除いてほとんど必要ない。

作業の割当ては，職長からなされる。

教育および経験：

労働者には，読み，書き，足し算，引き算の能力が必要であるので，小学校相当の教育は必要である。

機械を操作し，段取りを行う能力をもつ平均的な労働者を準備するためには，４カ月までの職業訓練および２年から３年の経験

で十分である。

出所：Fig.Example of Prose Type Job Description. John A. Patton and Reynold S. Smith, Jr., Job Evaluation , Richard D. Irwin, Inc., Homewood,

1952, p.90. より作成。

専修ビジネス・レビュー（２０１６）Vol.１１No.１

42



は３つにまとめている。「分業の結果，同じ人数

の人たちのなしうる仕事の量が，このように大い

に増加するのは，３つの異なる事情による。第１

に，すべての個々の職人の腕前の向上，第２に，

ある種類の仕事から別の種類の仕事に移るさいに

通常失われる時間の節約，そして最後に，労働を

容易にし，省略し，１人で多人数の仕事ができる

ようにする，多数の機械の発明による」９）。

スミスの分業論をさらに精緻に展開したのは

チャールズ・バベッジである。彼は当時のイギリ

スにおける製造業の工場の観察により，１８３２年

に主著『機械と製造業の経済論』を刊行した。そ

こで展開されているバベッジの分業論の特徴は次

の２点である。第１に，バベッジは，分業の技術

的側面だけではなく，その社会的側面をも分析し

ている。第２に，スミスの分業論が考察の対象と

していたのは肉体労働であったが，バベッジは精

神労働（mental labour）をも対象としたことであ

る。こうした点に，分業における資本主義的性

格，あるいは資本主義的分業の性格を理解するこ

とができることである。

彼は分業の原則について６点に言及している１０）。

第１に，学習に要する時間を短縮することがで

きる。第２に，学習する際の原材料の無駄を削減

することができる。第３に，ある仕事から次の仕

事へ転換する時に常に失われる時間を節約できる

ことである。第４に，工具の取り換え時間を節約

することができる。第５に，同一工程を絶えず繰

り返すことにより技能が習得されることである。

第６に，分業はその工程を遂行するための工具や

機械の考案（contrivance）を促がすことである。

以上６点がバベッジにより提唱されている分業

の原則である。さらに重要な論点は，分業の結

果，工業製品の価格が安くなるという説明には，

次の原則を考慮しなければ不完全であるとして，

バベッジが次のように述べていることである。

その原則とは「実施されている仕事を，それぞ

れ程度の異なる技能と能力を必要とする多様な工

程へと分割することにより，製造業者は，工程ご

とに必要な技能と能力の正確な数量を的確に獲得

することができる。他方，全ての仕事が１人の労

働者によって実施されている場合には，その人

は，作業において最も困難なことをやり遂げるの

に十分な技能と，最も骨の折れることを果たすこ

とのできる十分な体力とを備えていなければなら

ない」１１）。

ブレイヴァマンは，以上のようなバベッジによ

る分業の原則の特徴を，「経済学文献において驚

くほど注目されていないものであるが，資本主義

的生産様式において労働者への職務の分割（divi-

sion of tasks）がなぜ広範に受けいれられ，なぜ

急速に普及したかという問題を説明するさいに，

たしかにもっとも説得的な力をもつものである。

それは，スミス以降半世紀たって，チャールズ・

バベッジによってはじめて明確に定式化され，非

常に強調されることとなった」１２）と述べ，「この

たいへん重要な原理を別様に表現すれば，労働力

の売買に基づく社会では職業の分割（dividing the

craft）はその各部分を低廉化するということであ

る」１３）として分業による労働力の低廉化の重要な

論点を指摘している。ブレイヴァマンは，こうし

た点を分業の社会的側面であるとして，スミスの

分業論が分業の技術的側面を分析しているのと対

比している。

職務の形成および職務の細分化は，以上のよう

にアダム・スミス，チャールズ・バベッジ以来の

分業論の帰結，すなわち分業に基づく労働生産性

の増大を目的とすることを第一義的に展開されて

いる。

３―２．「職務」の経済的支配構造と機能

もとより職務は，上述のように技術的分業に基

づいて純技術的に決定されるものではない。「職

務評価」により，職務相互の相対的評価がなさ

れ，職務に対する序列づけがなされる。職務は企

業内部の序列を端的に現す経済的支配構造の側面

をもつことになるのである。それゆえ職務を形成

する「職務評価」などの管理技術は，人事管理・

労務管理の他の管理技術・制度がそうであるよう

に，労働者に対する搾取・抑圧・支配の機能を端

的に示している。M．アグリエッタ＝A．ブレンデー

ル（Anton Brender and Michel Aglietta）の次の指
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表２ 職務評価

職務要素 １級
最大ポ
イント

２級
最大ポ
イント

Ⅰ．技能
A．精神的技能
１．状況対応能力
（状況に対応するために必要； 公式
化し実行するために必要な能力）

監督のもとに働かなければならない。
能力あるいは積極性は特に必要とはし
ない。
労働の質と量における緊急の対応は必
要としない。

２０

積極的であることが望ましい。場
合に応じて自身の仕事の方法を形
成する必要がある。 ４０

２．分析能力
（識別力；問題を要素に分割する能
力）

単独の事例において必要とされる分析
能力。
通常，作業の一部を取り扱う。

３５

分析が必要なことはあまりない。
分析のほとんどは，自身のあるい
は関連する仕事におけるものであ
る。

７０

３．意思決定能力
（決定する観点を確立する必要性）

監督下で遂行される労働に関連するも
の以外の意思決定は必要としない。

１５

小規模な部門あるいはその中の部
署のような小集団に影響する意思
決定をする。

３０

４．複雑な仕事を遂行する能力
（正確性および効率性）

職務は十分に遂行されなければならな
いが，仕事の正確さや信頼性は仕事の
本質ではない。

２０

複雑な仕事の量は少ない。仕事は
効率的に遂行しなければならない
が，誤りは厳しく監視されてい
る。

４０

Ｂ．肉体的および運動神経的技能
（機械操作を遂行するために必要な
速度，正確性および経験）

機械操作において特殊な技能を必要と
しない単純な定型的な課業。正確性や
速度は重要ではない。 １０

単純な数理的作業を事務機器に
よって適切な速度で行う。標準的
な反応時間である。 ２０

Ｃ．社会的技能
１．他者と協調する能力
（協調性，人間性および外観上の印
象を含む）

同僚と著しい程度で接触することはな
い。人間性が良いことは望ましいが，
重要ではない。

３０

高潔，寛容，賢明な人格。小規模
な部署で同僚と十分に協調しなけ
ればならない。

６０

２．自己表現能力
（アイディアを提案し，意見を伝え
るために必要な能力）

ほとんど機械的な性格の仕事であり，
自己表現の機会はない。

１０

自己表現に関して変化はほとんど
ない。特別な場合，顕著な決定を
しなければならない。

２０

Ⅱ．責任
Ａ．会社の方針を決定する責任
（会社の活動の方向を決定するため
に必要な能力）

会社の方針に従い，変更に関する優れ
た示唆を行う。小さな変更もそうした
活動の一部。 ２０

頻繁な事務連絡のために手続きの
変更をしばしば提案する。ほとん
ど部門内の事柄に適用される。 ４０

Ｂ．他者の仕事に関する責任
（他者を指導し監督するのに必要な
能力）

自己の仕事にのみ関する責任。個人的
な仕事，あるいは流動的な性格の仕事
を含む。

３０

小さな程度の監督業務。機械の操
作を遂行し，多くの労働者あるい
は部門の監督業務。いくつかの作
業を管理することができる。

６０

Ｃ．社会との良好な関係に関する責任
（顧客や社会との良好な関係の開発
と維持）

いかなる場合でも顧客や社会との接触
は少ない。直接の接触はとるに足りな
い。

２０
限定されたコミュニケーションあ
るいは電話による顧客および社会
との接触に限られる。

４０

Ｄ．会社の現金に関する責任
（会社の資金の支出に必要な判断）

認められる支出額は月額２５ドルまで
である。少数の例ではわずかな現金の
準備しかない。

１０
月額２５ドルから１００ドルの範囲
での現金支出額。 ２０

Ⅲ．努力
Ａ．精神的努力
（精神的・視覚的要求，集中力，精神
力，感覚の調整）

仕事は最小限の精神的注意力を必要と
する。わずかな程度の集中力および手
と目との調和。

４０

場合に応じて精神的および視覚的
集中力が必要であるが，正確なあ
るいは高度な集中力は必要ない。

８０

Ｂ．肉体的努力
（立った姿勢，座った姿勢を含む仕
事の肉体的な要件）

快適な仕事。リフティング作業や肉体
作業は最小限。規定時間内で容易に行
うことのできる作業。

２０

疲労の原因となる肉体の行使。場
合に応じて肉体の行使は必要とさ
れる。

４０

Ⅳ．作業条件
（騒音，危険，単調感，衣服の破損
を含む作業環境の不愉快さ）

良好な課業。ほとんど騒音も混乱もな
い。怪我をすることもほとんどない。
衣服の破損も少ない。換気や照明は良
好。

２０

事務機器の騒音は僅かである。作
業の単調さや退屈さは僅かであ
る。適切で快適な課業。

４０

出所：Fig.5-1.Chart for evaluating jobs paid on a salary basis.Jay L. Otis and Richard H. Leukart, Job Evaluation : A Basis for Sound Wage
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３級
最大ポ
イント

４級
最大ポ
イント

５級
最大ポ
イント

ほとんど自身の仕事。場合に応じ
て情報を監督者に求める。他者と
の関係で仕事を計画しなければな
らない。積極性を必要とする。

６０

同僚の作業を批評し是認しなけれ
ばならない。積極性は重要であ
る。計画し，他者に仕事の計画を
実施させる能力をもたなければな
らない。

８０

調整を必要とする多くの職能に対
して責任をもつ。高い程度の構想
力と積極性が重要である。 １００

小規模な部門あるいはその中の運
営のような小さな単位における事
柄の分析である。

１０５

分析は広範囲に及ぶ。２つ以上の
部門あるいは部署に同時に影響を
及ぼす。

１４０

各種評価，販売記録，経済状況に
おいてすぐれた分析能力が必要で
ある。

１７５

部門がどのように運営されるべき
かに関して意思決定をしなければ
ならない。

４５

部門の係あるいは課における重要
な意思決定。
どのような行動により遂行するか
理解していなければならない。

６０

慎重かつ迅速に意思決定しなけれ
ばならない。アイディアを即座に
定式化する。

７５

平均的な程度の複雑な仕事を必要
とする職位である。誤りは，容易
に修正されない。

６０

誤りは費用が高くつく。部門内の
複雑な仕事を遂行しなければなら
ない。仕事の信頼性が必要とされ
る。

８０

仕事は難解で複雑なさまざまな課
業を必要とする。職務を十分に理
解し，入念に遂行しなければなら
ない。

１００

数台の機器の使用に関する知識を
持っていなければならない。かな
り複雑な性質の機器を使用する。
反応時間は早い。

３０

多くの事務機器に関する知識が必
要である。反応時間はきわめて速
い。どのようにして機械が機能す
るかについての知識が必要であ
る。

４０

事務室内の複雑な設備を利用でき
る。複雑な作業を極めて周到な方
法で遂行しなければならない。 ５０

大規模な部署で同僚と十分に協調
しなければならない。同僚の労働
者との摩擦は困難な仕事の原因と
なる。

９０

愛想がよく気転のきく資質を所有
していなければならない。同僚の
労働者と頻繁に接触し，影響を及
ぼさなければならない。

１２０

すぐれた外観上の印象が必要であ
る。同僚から仕事における最良の
質と量を獲得するために人格が重
要となる。

１５０

アイディアは提供される。それら
は適切な方法で上司，顧客，ある
いは社会に提案しなければならな
い。

３０

プレゼンテーションにより顧客や
社会にアイディアを提案しなけれ
ばならない。重要な事実について
理解していなければならない。

４０

報告書，口頭説明，あるいは図表
などでのプレゼンテーションによ
り大規模な集団にアイディアを提
案しなければならない。

５０

監督者の密接な管理のもとで会社
のあまり重要でない方針を決定す
る。 ６０

大規模な労働者集団のために会社
の方針を決定する。間違った執行
は過大な損失をもたらすことにな
る。ほとんど部門内の権限であ
る。

８０

大規模な方針を決定する責任があ
る。下位の職位の方針を決定す
る。 １００

多くの労働者あるいは部門の監督
業務。監督者とともに組織し調整
する。

９０

部門内の集団の調整をする責任が
ある。関連する作業を監督する。

１２０

方針を監視する。部門内の訓練と
調整の仕事を管理する。

１５０

書状あるいは直接のインタビュー
による顧客との密接な接触により
評判の滅失を限定する。

６０
顧客，他の企業および社会との顕
著な接触を必要とする，気転や駆
け引きが必要である。

８０
会社の評判を構築し維持する。広
報活動に直接的に責任をおう。 １００

月額１００ドルから５００ドルの現金
支出が認められる。 ３０

月額平均で５００ドルから１０００ド
ルの現金支出が認められている。 ４０

月額１０００ドル以上の現金支出が
認められている。 ５０

徹底的な集中力を必要とするが，
継続的ではない。

１２０

継続的な注意力が必要である。課
業への徹底的で厳格な注意力が必
要である。

１６０

高度な集中力が不可欠である。徹
底的で継続的な精神力の集中が必
要である。

２００

機械の性質に基づく一定の反復作
業。リフティング作業や運搬作業
は少ない。

６０

強靭な肉体的活動が必要な仕事で
ある。身体的な努力を継続しなけ
ればならない。

８０

仕事に対する継続的な集中による
極度の緊張感がある。仕事は単調
で退屈であり，肉体的な疲労があ
る。

１００

事務機器に起因する騒音や不快感
がある。平均的な衣服の破損はあ
る。

６０

単調感が継続する仕事。不快感や
騒音が激しい。衣服の破損が比較
的多い。

８０

騒音の激しい単調な繰り返し仕
事。衣服の破損が比較的多い。肉
体的な損傷の機会が比較的多い。

１００

Administration（2nd ed.）, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J.,1954, pp.110～111. より作成。
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摘は，企業内の職務の序列づけが既存の社会秩

序・社会階層を反映するものであり，それを企業

内で再生産するものであることを指摘している。

「……企業は社会組織の原型である。というの

も，企業は，職能と職務の差異化，技術的制約と

管理規則の非人格的形態でのヒエラルキー的関係

といった，勤労者を差異化する決定的な様式を含

んでいるからである。企業組織は社会的ヒエラル

キーの担い手である。職務権限のさまざまな地位

は，賃労働者大衆を階層化された階級のシステム

へと転換させるネットワークをなしているのであ

る。

このランクづけは，すでに存在する自然的差異

を名目的にさし示すのではない。それは，比較的

安定したさまざまな人間集団をたがいに存続さ

せ，位置づける社会的過程である。というのも，

これらの集団は，企業において差異化され，組織

だてられた諸実践の隠された部分だからである。

このランクづけは，二重の側面をもっている。ヒ

エラルキー化された諸種の機能と活動をランクづ

けるという側面と，社会的階層をランクづけると

いう側面がそれである。

このランクづけの諸基準はたがいにからみあっ

て，もろもろの社会的地位のきめ細やかな構造を

築きあげている。たとえば，職能部門は，技師と

か，経営・商業・金融の幹部層などを区別する。

ヒエラルキー的な階層は，勤続年数・免許状・多

能性，あるいは専門的能力といった，企業ごとに

異なった様式で規制された，多少とも厳格な序列

という印象をあたえかねない。それゆえ，社会的

差異化とは，諸種の地位とむすびついたさまざま

なミクロ的職務権限を分散させる細分化になりは

しないか，ということが問題となりうる。それと

ともに，企業の諸活動を蓄積という統一目的へと

むかわせる職務権限は匿名的なものとなり，企業

組織と一体化していくであろう」１４）。

４．「職務」に対する批判

４―１．「職務」と労働生産性の低下要因

こうした職務に対しては，１９８０年代より多く

の批判がある。例えば P．F．ドラッカー（Peter F.

Drucker）の次の指摘は，アメリカの競争力ある

いは労働生産性の低下要因との関連で指摘されて

おり興味深い。

「アメリカの競争力，あるいはその欠如に関す

る数多くの書物，記事，演説のいずれにおいて

も，労働慣行（work rules）と職務制限（job re-

strictions）については，ほとんど触れられていな

い。

しかしそれらの規則によれば，職長は，トイレ

に行った者の代わりに仕事をしたり，道具を修理

したり，遅れた仕事を手伝うなど，生産にかかわ

るいかなる仕事も禁じられている。技師は，

ヒューズ・ボックスをとりつけるときに，鋲を

まっすぐに直すことを禁じられている。また，い

かなる労働者も，１つの仕事から他の仕事に移る

ことを禁じられ，たとえば，車のドア・パネルに

塗料を吹きつけるなどの限定された作業の反復し

か許されていない。しかも，あらゆる労働者が，

いかなる訓練を受けるかについてさえ，厳しく制

限されている。

これらの労働慣行と職務制限が，アメリカの

（そしてヨーロッパの）製造業の生産性劣位の主

たる原因であるということは，入手可能なあらゆ

る証拠が示しているところである。確かに，生産

性と競争力は同義ではない。しかし，物を生産す

ることに関しては，生産性が基本である。事実，

アメリカとヨーロッパにおいて，労働慣行と職務

制限によって物を生産することが最も縛られてい

る産業，すなわち鉄鋼，自動車，民生用電子機

器，ゴムなどの産業こそ，東アジアの競争相手に

対して，最も劣っている産業となっている」１５）。

ドラッカーは以上のように述べているが，こう

した職務をめぐる問題は，以下で述べるように，

職務記述書などで規定されている個々の労働者の

労働単位としての職務それ自体のもつ問題，職務

の存在を媒介にした労働組合の「職務規制」（job

regulation）あるいは「労働慣行」に起因する問

題，さらに職務を形成・運用する人事管理の諸技

術の問題に大別することができるであろう。
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４―２．労働組合による「職務規制」

ニューディール政策の一環として，１９３３年に

制定された「全国産業復興法」（National Industry

Recovery Act）は，労働者の団結権と団体交渉権

を承認し，３５年には「全国労働関係法」（National

Labor Relations Act）が団結権と団体交渉権に加

えて団体行動権をも確認し，経営者の反組合的行

動を「不当労働行為」（unfair labor practices）と

して規定するなど労働者および労働組合を保護す

る内容となっており，これにより以降，組織化が

促進された。

１９３５年に熟練労働者中心の職種別労働組合の

全国組織である「アメリカ労働総同盟」（AFL：

American Federation of Labors）の内部に「産業

別組織委員会」（Committee for Industrial Organi-

zation）が設立され，それは３８年に「産業別組合

会議」（CIO：Congress of Industrial Organization）

へと発展し，大量生産産業が創出する大量の不熟

練労働者を組織化することに成功した。これ以

降，７０年代末まで継続する伝統的な対抗・交渉

型の労使関係が確立された。

その特質は，労使関係の中心に「団体交渉」

（collective bargaining）が位置づけられたことで

ある。団体交渉は全国労働関係法の制定により，

当該労働者の唯一の代表として正式に承認された

組合が，経営者と基本的に利害の対立する賃金や

労働条件などの問題について交渉する法的に承認

された制度となった。団体交渉の結果は法的拘束

力をもつ「労働協約」（collective agreement）に

詳細に成文化され，その運用上の問題は「苦情処

理制度」（grievance procedure）にゆだねるとい

う体制が確立する。労務管理制度を構成する「労

働組合関係管理」（labor relations）が成立する根

拠はここにある。

さらに特筆すべき特質は，「ジョブ・コント

ロール・ユニオニズム」という労働組合の運動原

理である。それは経営者が「職務分析」「職務記

述書」「職務評価」という人事管理，および就業

規則により厳密に限定された職務の内容を，団体

交渉を通じて再定義し，各職務担当者の義務と責

任の範囲を明確にするとともに，各職務について

賃金を決定し，各労働者間への配分ルールを確立

した。特に後者は賃金・付加給付の権利，さらに

は「雇用保障」（job security）を勤続年数とリンク

させる「先任権原則」（principle of seniority）へと

結実していった。アメリカ企業の雇用保障とは，

特定の職務とそれらが属す昇進系列の職務に就く

権利を意味する。そしてそのなかで特定の職務に

就く労働者の順序，あるいは失う順序が先任権原

則により決められるのである。このように，雇用

から一時解雇，解雇，さらには再雇用に至るまで

厳格にルール化されており，労使関係はこうした

ルールをめぐる団体交渉により対抗的とならざる

をえない。こうしたルールは一般に「制限的労働

慣行」（restrictive labor practices）といわれてい

る。

このように，労働組合は既存の人事管理をおお

むね承認したうえで，細分化された職務の存在を

むしろ労使間でのルール作成の基礎に置くことに

より，労働者の権利の維持と組合つぶしにつなが

る経営の裁量の余地を狭めた点で，画期的意義を

もつ。しかし，その結果，職務はいっそう細分化

され，限定化されることになる。

ところが，こうしたことは１９８０年代において

労働組合運動が後退するにつれ大きく変化するこ

とになる。職務の存在を前提とする「制限的労働

慣行」は徐々にアメリカ産業界から排除されつつ

ある１６）。

４―３．「職務不満」および知識・柔軟性の要求

人間労働が，このような職務として細分化され

るということは，１９６０年代後半から７０年代初頭

にかけて，労働者の間に「職務不満」をもたら

し，深刻な労働疎外の問題を顕在化させている。

その対策として，７０年代半ば以降，「労働生活の

質改善」（QWL：Quality of Working Life）や「労

働の人間化」（humanization of work）として知ら

れる「職務拡大」（job enlargement），「職務充実」

（job enrichment），「職務交替」（job rotation）な

どの「職務再編」（job redesign）や，「半自律的

作業集団」（semi-autonomous work group）のよ

うなチーム労働制などの諸施策が多くの企業で導
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入されざるをえなくなった。

さらに，１９８０年代から９０年代にかけては，技

術・生産力の高度な発展により工場における生産

技術職のような定型的な職務が減り，労働に広範

に知識や柔軟性が要求され，コンピュータや情報

技術を介して多様な内容の仕事を１人の従業員で

行なうことや，チームなどグループで従事するよ

うになる。日本企業の雇用・労働慣行の影響もあ

り職務に対する観念が大きく変わってきている１７）。

４―４．「職務」形成・運用の管理技術の展開

技術・生産力の高度な発展は，まず，労働者の

職務を分析し，単純化し，標準化するという方向

をより高度なかたちで追求する。いまやその対象

となるのは，作業労働（manual work）や事務労

働（clerical work）だけではない。科学技術や独

占の発展にともなって要求される知的労働（men-

tal work）や最高経営層（top management）の職

務までもがその分析の対象となる。その結果，職

務はさらに細分化され，分業が高度化すればする

ほど，もはや他の職務との関連を考慮することな

しに，労働者とその仕事の管理は遂行しえなくな

る１８）。

ことに，市場の変化が激しく，技術革新の著し

い時代においては，職務の新設や廃止の頻度が顕

著になることは既に経験が示している。煩雑な作

業であるが，「職務分析」「職務記述書」「職務評

価」などの職務形成の技術は，それでもなおこう

した状況に対応するであろう。しかし，いまだ諸

技術によっては確定されていない活動や，職務間

の連携を調整する活動は，現場の個々の労働者の

主体的な判断や能力に依存する状況は残されるこ

とになる。

ところが，人間の労働は，社会的集団もしくは

チームとして意味をもつようになる。それは，労

働の社会化の進展を示すものでもある。その場合

には，個々の職務を厳格に規定することはもはや

しない。しかし，チーム全体の行動を計画し，規

制する管理者の行動原理・パターンが要求される

ことになる。しかも，人間労働がチームで行なわ

れようとも，個々の労働者の活動の範囲や昇進・

昇給の条件，教育の内容などは一定の基準が必要

であるし，それを保障する管理的客観性は不可欠

である。したがって，職務を前提として確立され

た管理技術は再編されざるをえなくなってきてい

ることは確かである。しかも，こうした新たな状

況に対応する管理技術が，従来の管理技術を基盤

に発展していることも確かなことである。「コン

ピテンシー・マネジメント」（Competency Man-

agement）の実践的な展開は，こうした状況と密

接に関連するものである１９）。そして，なにより

も，人事管理に代わり登場した「人的資源管理」

（Human Resource Management）は，人 間 の 労

働が社会的集団もしくはチームとして意味をもつ

状況に対応して展開されているが，その管理技

術・制度は人事管理のそれを基盤に発展してい

る２０）。
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